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令和元年豊能町議会１２月定例会議会議録（第４号） 

 

年 月 日 令和元年１２月１３日（金） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １２名 
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地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお
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町 長  塩川 恒敏      副 町 長  池上 成之 
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教 育 次 長  八木 一史 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  立川 哲也 

書 記  田中 尚子 

 



 4－2 

議 事 日 程 
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      第６５号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正 
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             補正予算の件 

      第６８号議案 令和元年度豊能町下水道事業特別会計補正予 

             算の件 

 

 



 4－3 

開議 午後１時００分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「第５５号議案から第６８号議

案」までを議題といたします。 

  これに対する各常任委員会の報告を求め

ます。 

  総務建設常任委員会、長澤正秀委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（長澤正秀君） 

  それでは、令和元年１２月定例会議総務

建設常任委員会の報告をさせていただきま

す。 

  令和元年１２月５日木曜日午前９時３０

分に開会いたしました。出席委員は、川上

副委員長、田中委員、中川委員、寺脇委員、

管野委員、そして委員長の長澤の６名でご

ざいます。委員外出席者は永谷議長でござ

います。 

  では、令和元年１２月定例会議付託案件

について報告をいたします。 

  初めに５５号議案、豊能町森林環境譲与

税基金条例制定の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしまして、国から入る金額は、

初年度約２００万円とのことだが、５年間

ではどのようになるのかという質問に対し

まして、国の森林環境譲与税の予算は、本

年度が２００億円で、その後ふえていくと

いう試算をしていますので、その割合に合

わせて町に入る金額もふえていくと考えて

いますという答弁でした。 

  森林環境譲与税は、５年間という位置づ

けかという質問に対しまして、森林環境譲

与税は、５年経過後も引き続き交付されま

す。令和６年度までは国が借り入れして、

町に交付しますが、その後は森林環境税と

して各個人から徴収されたものが一旦国に

集められ、それを森林環境譲与税として町

に交付しますという答弁でした。 

  森林の整備、その促進に関する施策の財

源とあるが、具体的にどのようなことを想

定しているかという質問に対しまして、所

有者が不明の森林の調査や干ばつを行い、

豊能町の森林が維持できるように使ってい

きたいと考えていますという答弁でした。 

  所有者不明の森林の調査はどのように行

っていくのかという質問に対しまして、府

や森林組合と協力しながら、府の整備した

林班図をもとに所有者を確定していきたい

と思っていますという答弁でした。 

  戸知山の管理にもこの基金は使えるのか

という質問に対しまして、私有林が対象と

なっていますので、私有林を中心に行って

いきたいと思いますという答弁でした。 

  討論なし、採決挙手全員、可決いたしま

した。 

  第５６号議案、豊能町事務分掌条例改正

の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしまして、現在の組織から新

しい組織に変えるとどのようなメリットが

あり、どのようなデメリットが解消できる

のかという質問に対しまして、全員協議会

の資料の豊能町組織構図に記載されている

組織改編の目的が改善点であり、デメリッ

トを解消するものと考えていますという答

弁でした。 

  徴収室や公共建築室など「室」は、全庁

的にまたがることを取りまとめするのかと

いう質問に対しまして、徴収室は、税だけ

でなく、国民健康保険料を一括徴収します

し、新たに設置する公共建築室は、町全体

の公共施設に携わりますので、そういった
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部分で全庁的にまたがって業務を行うとい

うことになりますという答弁でした。 

  新たに室をふやした理由は、全庁的なこ

とを見るということかという質問に対しま

して、室を設置した目的は、職務の明確化

と職員のモチベーションアップが一番の目

的になりますという答弁でした。 

  縦割り行政を解消する手だては何かある

かという質問に対しまして、自分の課の業

務が他の課にも関係する場合は、現在も横

との連携をとりながら行っていますという

答弁でした。 

  住民部は、現状のそれぞれ異なる３つの

部の課から構成されているが、なぜこのよ

うになったかという質問に対しまして、業

務の平準化ということから、どことも交わ

りにくい課ということで、住民部にまとめ

させていただきましたという答弁でした。 

  行財政改革プラン２０１９まち・ひと・

しごと創成総合戦略、企業版ふるさと納税

は、組織図で言うと、どこの位置づけにな

るかという質問に対しまして、行財政改革

プラン２０１９は、行財政課が担当し、ま

ち・ひと・しごと創成総合戦略、企業版ふ

るさと納税は、まちづくり創造課が担当す

ることになりますという答弁でした。 

  教育次長から、こども未来部長になれば、

どのように変わるのかという質問に対しま

して、教育次長は、職名のため部長になっ

ても立場や職務内容が変わることがありま

せんという答弁でした。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  ５７号議案、職員の管理職手当に関する

条例改正の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしまして、まちづくり調整監

は、機構図でどこに配置されるのかという

質問に対しまして、まちづくり調整監は、

組織ではなく、職名のため、組織図には載

せません、町長の特命部長になります。ま

ちづくり創造課の上に配置することになり

ますが、まちづくり創造課の業務だけでな

く、町長の特命事項について横断的に所掌

する部長になりますという答弁でした。 

  副町長とはどう違うのかという質問に対

しまして、副町長は、町全体のことを見ま

すが、まちづくり調整監は、町長の特命事

項だけを所掌することになりますという答

弁でした。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  第５８号議案、豊能町下水道条例改正の

件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしまして、大阪府下水道協会

は、どのような組織かという質問に対しま

して、全国下水道協会の下部組織で、府下

の下水に関する業務を行っています。事務

局は堺の上下水道局の下水道担当の方がさ

れており、各市町村に関する問い合わせを

受けていますという答弁でした。 

  一元化することによる町にとってのメリ

ットとデメリットは何かという質問に対し

まして、メリットは、事務に係る職員の負

担が軽減されることです。デメリットは、

１人当たり3,０００円の登録料が本町に入

らなくなることです。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  第５９号議案、豊能町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例改正の件

でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしましては、この改正による

影響額は幾らかという質問に対しまして、

報酬の影響額としては、平成３１年度当初

予算と比較して、約１１５万円の増となり
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ます。 

  ただ、定数減による影響額が約マイナス

９７万円ありますので、予算全体で言いま

すと、約１８万円の増となりますという答

弁でした。 

  退職報償金の金額は変更しないのかとい

う質問に対しまして、退職報償金は、消防

団で長く活躍された方の功労に対して支給

されるものです。金額は、法律の施行令で

定められている上限額をそのまま規則に引

用しています。近隣の他の団体につきまし

ても施行令で定めている上限額と同額とし

ていますという答弁でした。 

  報酬の見直しは何かのタイミングで見直

すのではなく、何年間に一度見直すように

すればよいのではないかという質問に対し

まして、年に一度見直す、何年に一度見直

すということは特に決めていません。他の

各団体の状況というものは、毎年手元に入

ってきますので、その状況を見ながら改正

すべきときは提案していきたいと思います

という答弁でした。 

  待遇を改善したことを広報して、団員の

定員をいっぱいになるまで努力すべきでは

ないかという質問に対しまして、報酬が上

がったことを積極的に広報するのか、まだ

決まっていませんが、団員になっていただ

くように広報することは常時行っています。

少子高齢化の状況もあり、なかなか団員が

入ってこないのが現状です。引き続き広報

は行っていきたいと思いますという答弁で

した。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  第６１号議案、豊能町土地開発基金条例

廃止の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしましては、条例には基金の

額は5,１９０万円とするとあるが、なぜ１

億3,６９７万円あるのかという質問に対し

まして、平成３年か４年に土地開発基金を

積み立てるという交付税措置がありました

ので、基金残高がその金額になっています

という答弁でした。 

  この条例が間違っているということはな

いかという質問に対しまして、この基金の

定額の運用基金になりますので5,１９０万

円を運用するという目的でつくられた条例

になります。基金を積み増しする分には、

条例改正の必要がありませんので、どのよ

うに運用するかが決まらないままにその当

時、基金の積み増しを行ったため、条例上、

金額と実際の残高が異なっていますという

答弁でした。 

  基金の運用収益は、１億3,６９７万円の

中に入っているのかという質問に対しまし

て、平成３０年度決算でも運用収益として、

7,０００円をこの中に入れています。運用

収益については、補正予算で積み立てを行

っていますという答弁でした。 

  土地開発基金の役割は何か、また廃止の

理由が社会経済情勢の変化ということだが、

どういったものかという質問に対しまして、

西地区や希望ヶ丘で開発が進み、公共用地

が必要となったときに、この基金を活用し

て、即座に土地が購入できるようにという

ことで設置されましたが、ここ近年は財政

的なこともあり、新たに土地を取得して、

そこに何かを建てるという目的がほぼなく

なったため、基金を活用することがありま

せんでしたというのが答弁でした。 

  府下の住宅地は下げどまって、反転する

状況だが、このタイミングで条例を廃止す

ることをどう考えているのかという質問に

対しまして、この基金の目的は、公共用地

として土地を必要なときに基金を利用し、

購入するということであって、土地自体の

運用益を目的としているものではありませ



 4－6 

ん。これから新たに土地を購入し、施設を

建てるということは当面ありませんので、

廃止いたしましたという答弁でした。 

  土地の取得が必要になってきた場合には、

この基金がなくても事前に先行して土地を

購入することができるのかという質問に対

しまして、この基金の目的は、一般会計予

算を通さず、土地を購入できるようにする

ことです。この基金を廃止しても、土地の

購入が必要になった場合は、一般会計に予

算計上して購入することが可能です。また、

この基金を利用して購入するかどうかにか

かわらず、5,０００平方メートル以上の土

地を購入する場合には、議会の議決が必要

になりますという答弁でした。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  第６２号議案、令和元年度豊能町一般会

計補正予算の件、関係部のみでございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑なし、討論なし、採決、挙手全員、

可決いたしました。 

  第６５号議案、豊能町一般職の職員の給

与に関する条例改正の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑といたしまして、国の法律改正によ

るもの以外に、町独自の改正はあるかとい

う質問に対しまして、国も同様にしていま

すが、任期つき職員の昇給ができるように

改正しましたという答弁でした。 

  これからの町財政状況を考えると、第三

者委員会や審議会の設置を検討してはどう

かという質問に対しまして、地方公務員法

で情勢適応の原則、均衡の原則に応じ、給

与を決定しなければならないとなっており、

その原則をもとに行われるのが人事院勧告

になります。その人事院勧告に基づいて、

国の給与法も改正されますので、今後、人

事院勧告に準じ、給与改定を行っていきた

いと考えていますという答弁でした。 

  平均改定率0.１％は、金額のことかとい

う質問に対しまして、平均改定率0.１％と

いうのは、給与表の全体の改定率になりま

すという答弁でした。 

  この改定による影響額が幾らかという質

問に対しまして、給与表の改定によるもの

が全会計で約４５万円、期末勤勉手当が約

３４５万円、住居手当につきましては下が

る職員もいますが、全員が上がると仮定し

ますと、約３４万円になりますという答弁

でした。 

  給与表で２００円増額になっているとこ

ろがあるが、なぜ２００円なのかという質

問に対しまして、民間企業実態調査に基づ

いて、国が改定した給与表に倣っています。

民間では初任給の上げ幅が大きくなってい

ますが、４０歳ぐらいからは上げ幅が少な

くなっているということから、それに準じ

て上げ幅を決定していますという答弁でし

た。 

  討論なし、採決、挙手全員、可決いたし

ました。 

  第６６号議案、令和元年度豊能町一般会

計補正予算の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑なし、討論なし、採決、挙手全員、

可決いたしました。 

  第６８号議案、令和元年度豊能町下水道

事業特別会計補正予算の件でございます。 

  提案説明は省略させていただきます。 

  質疑なし、討論なし、採決、挙手全員、

可決いたしました。 

  以上でございます。 

  午前１１時２９分に閉会いたしました。 

  これで、総務建設常任委員会の報告を終

わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  次に、福祉教育常任委員会、秋元美智子
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委員長。 

○福祉教育常任委員会委員長（秋元美智子

君） 

  福祉教育常任委員会報告をさせていただ

きます。 

  当委員会は、令和元年１２月６日、午前

９時３０分より、委員６名全員、またオブ

ザーバーとして管野副議長出席のもと開催

いたしました。 

  当委員会に付託された５議案の主な質疑

内容を報告させていただきます。 

  第６０号議案、豊能町立幼稚園条例改正

の件は、条文中から「ただし子供のための

教育、保育料給付が必要と認めた場合は、

別表の預かり保育料ゼロ円とする」の一文

を削除するもので、この改正に伴う利用者

の不利益はないとのことです。 

  また、別表６の第６条について質問があ

り、教育時間終了とはおおむね午後２時の

ことで、春・夏・冬休みの休業日は幼稚園

が定め、預かり時間は、土日を除く９時か

ら１５時との答弁でした。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第６２号議案、令和元年度豊能町一般会

計補正予算の件、関係部分のみとなります。 

  １７ページの住基ネット運営事業、業務

委託料は、平成から令和へ改元による改修

費用が不要となったものです。 

  また、１９ページの母子健康増進事業の

業務委託料は、マイナンバー制度によって

システムを改正するもので、質問として、

１１月から自治体クラウドの共同化がスタ

ートしたが、いつから分担金に変わるかと

の質問があり、これに対して答弁は、分担

金ではなく、一つ一つの業者との契約にな

り、委託料を払うことになる。分担金か委

託料かの違いはあっても、クラウドによる

共同化の財政効果は十分に上がっていると

考えていますとのことでした。 

  ２０ページの中学校管理事業５１２万6,

０００円が繰越明許費に計上されているこ

とについて、なぜ年度内に完了しないのか、

最初から工期はわかっていたのではないか

との質問がありました。答弁は、新たな改

修工事で今回補正するものです。工事終了

を９月と見込んでいる。工事も業務委託も

入札を予定しており、予算認定後着手した

い。当初予算では間に合わないので、予算

の繰り越しは必要なことから、繰越明許費

を計上しているとのことでした。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第６３号議案、令和元年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算の件は、

外国人の受け入れをスムーズにし、かつ不

正を防ぐためのシステムを改修するもので、

４３万8,０００円の業務委託料は、全額ﾋﾖﾘ

特別調整交付金歳入となっています。ちな

みに、豊能町の国民健康保険に加入してい

る外国人の方は、平成３０年度４月１日現

在、２５世帯、３２名とのことです。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第６４号議案、令和元年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件では、介

護給付費準備基金積立金、１億1,３３６万3,

０００円は、全体の何％に当たるかとの質

問に対し、答弁は、介護保険料の歳入額は

約６億円となっているので、約１８％に当

たるとのことでした。 

  これに対して、取り過ぎという認識はな

いかとの質問がありました。答弁は、介護

保険料の周期は３年を１期として計算して

おり、平成３０年、令和元年、令和２年の

保険料は、平成２９年度に人口流動などの

集計を行って算定したもので、その時点の

ことから考えると取り過ぎという思いは持

っていない。今後、介護給付が増加すると

保険料も上がっていく、基金積立金は２０

２５年に向けて抑制につなげたい。基金が
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ふえていくようであれば、予防介護等につ

なげ、結果として保育料の抑制につなげた

いとのことでした。 

  また、今回認定されると、基金積立金は、

５億4,４７８万2,４７６円となります。こ

れに対して、積み立ての目標額はあるかと

の質問に答弁は、第７期計画では、超高齢

化に備えて、介護基金から取り崩しは行わ

ず、今後の急激な保険料の上昇を調整する

費用として積み立てることを明記している。

今後については注視つつ、第８期について

策定に当たるとのことでした。 

  討論なし、挙手全員で可決いたしました。 

  第６７号議案、令和元年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件は、人事

院勧告に基づいて、関係職員の給与等を引

き上げるもので、ＰＤＣＡの結果の提案な

のかとの質問に、答弁はＰＤＣＡに関して

は事業評価からの見直しを行っている。こ

れまでどおり人事院勧告を尊重していくと

のことでした。 

  また、職員等の話し合いの結果による提

案なのかとの質問に、答弁は、職員組合に

は合意を得ている。町長、副町長の特別職

には報告し、提案するものであるとのこと

でした。 

  討論では、慎重かつ根本的な判断がさら

に必要と考え反対するとの反対討論があり

ました。挙手多数で可決いたしました。 

  以上、簡単雑駁ではございますが、福祉

教育消防常任委員会の報告とさせていただ

きます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより、委員長報告に対する質疑を行

います。 

  審議がスムーズに行われるということと、

委員会の意思の安定という原則があります

ので、当該委員会所属の委員各位の質疑は

差し控えていただきますよう、お願い申し

上げます。 

  第５５号議案から第６８号議案までの１

４件に対する質疑を行います。ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  それでは、まず５６号議案、豊能町事務

分掌条例に対する賛成討論をいたします。 

  豊能町事務分掌条例は、積極果敢な条例

制定でございます。職員にとってまちづく

り施策を担う新たな組織の設置による業務

の平準化により、より効率的な行財政運営

がなされ、結果、職員の仕事の軽減化が図

られると同時に住民のサービスの向上につ

ながるということを期待いたしたいと思い

ます。 

  また、まちづくり創造課の部署において、

より多くの住民参画プランを企画、実行さ

れ、住民との協働したまちづくりに拍車を

かけ、元気で明るい町行政に向けて邁進し

ていただくことを期待いたしまして、賛成

討論といたします。 

  続いて、第５７号議案、職員の管理職手

当に関する条例改正の件に対する賛成討論

をいたします。 

  まちづくりは人づくりであり、国づくり

であります。教育力日本一を目指す豊能町

としては、非常にタイムリーな条例改正で

あると思います。 

  加えて、こども未来部長の創設は豊能町

の長期ビジョンの達成に向けた的確な対応

であると思います。部長手当に負けない多

面的対応で、根本的施策をアトランダムに

実行していただきたいと思います。 

  そして、人間学を根本施策として、生き
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がいのある文化の香りの高いまちづくりに

向け、取り組むことをお願いいたしたいと

思います。 

  子供にはツケを残さず、夢を残す、そし

て我々は子供とともに未来を生きる、そん

なまちづくりに向けて精進していただくこ

とを万祷し、賛成討論といたします。 

  続いて、第６５号議案、豊能町一般職の

職員の給与に関する条例改正の件に対する

反対討論をいたします。 

  今回の人事院勧告に関しては、特別職の

町長、副町長、教育長の三役と同時に議員

も人勧に準じた議案提案をしておりません。

もとより人勧は、特別職、議員には全く関

係のない人事案件であり、これまでの人勧

に準じた議案提案が非常識きわまりないも

のであり、恥ずべき行為でありましたが、

今回はそれがなく、議員として職員の給与

に関し、中立かつ公正な判断ができるわけ

でございます。 

  そして、人事委員会を置かない地方公共

団体にあっては、議会及び町において、地

公法第１３条、平等取り扱いの原則を基本

に、第１４条に定める情勢適応の原則に従

って、適切な処置をとるべきであると思っ

ております。 

  ただ、議会、町は、決議機関であって、

人事委員会のように人事行政に関する専門

的中立機関ではありません。特に、議員は

私も含め人事行政に関しては勉強不足であ

ります。 

  そこで、人勧を参酌してまちづくりの根

幹をなす持続可能な財政状況に関して検証

してみました。そして、町民からの信託を

受け選ばれし議員として、職員が町民から

それぞれの職務を通じて、町民生活を支え

ているという深い理解が得られているか否

かの判断を決議しなければならないと思っ

ております。 

  そこで、持続可能な財政運営に関してみ

れば、町は自主財源である徴税の減少、加

えて、不安定な依存財源に頼る財政基盤に

ございます。また、豊能町の行政の道しる

べである監査委員の意見書は６年連続自主

財源の確保と人件費の抑制、事務の効率化

を提唱しており、３０年度はさらに加えて

職員の発想の転換まで進言されております。 

  さらに経常収支比率１０1.２％は、前代

未聞の財政硬直化の情勢であります。 

  議員諸公の質問にあるように、このまま

ではまちはなり立っていきません。豊能町

消滅自治体まっしぐらという緊急事態であ

ります。今まさに入るを量りて出ずるを制

する緊急事態であります。そして、出ずる

を制する中核をなす人件費の抑制は自明の

理であります。 

  このようなまちの財政危機の情勢では職

員が町民からそれぞれの職務を通じて町民

生活を支えているという深い理解は得られ

ません。 

  よって、第６５議案並びに関連する６６

号議案、６７号議案、６８号議案も同様に

反対いたします。 

  財政再建、持続可能なまちづくりに向け、

議員諸侯の反対の御同意をよろしくお願い

申し上げます。 

  以上であります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第５５号議案「豊能町森林環境譲与税基

金条例制定の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５５号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第５６号議案「豊能町事務分掌条例改正

の件」に対する委員長の報告は、可決であ

ります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５６号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第５７号議案「職員の管理職手当に関す

る条例改正の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５７議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  第５８号議案「豊能町下水道条例改正の

件」に対する委員長の報告は、可決であり

ます。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５８号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第５９号議案「豊能町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例改正の

件」に対する委員長の報告は、可決であり

ます。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５９号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６０号議案「豊能町立幼稚園条例改正

の件」に対する委員長の報告は、可決であ

ります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６０号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６１号議案「豊能町土地開発基金条例

廃止の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６１号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６２号議案「令和元年度豊能町一般会

計補正予算の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６２号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６３号議案「令和元年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算の件」に

対する委員長の報告は、可決であります。 
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  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６３号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６４号議案「令和元年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件」に対す

る委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６４号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６５号議案「豊能町一般職の職員の給

与に関する条例改正の件」に対する委員長

の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立多数であります。 

  よって、第６５号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６６号議案「令和元年度豊能町一般会

計補正予算の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立多数であります。 

  よって、第６６号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６７号議案「令和元年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件」に対す

る委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立多数であります。 

  よって、第６７号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  第６８号議案「令和元年度豊能町下水道

事業特別会計補正予算の件」に対する委員

長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立多数であります。 

  よって、第６８号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  以上で、本定例会議に付された事件は全

て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  本定例会議は、本日で閉会したいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会議は本日で閉会するこ

とに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本定例会議の閉会に当たり、町長から挨

拶がございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆さんこんにちは。 

  閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

  本定例会は、今月の２日から本日に至る

まで１２日間にわたりまして開催をいただ
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きました。この間、議員様におかれまして

は、私どもが提案させていただいた議案に

対し、慎重に御審議を賜り、決定いただき

ましたことをまことに御礼を申し上げます。 

  今議会におきましては、議員の皆様から

御意見、御指摘をいただきました。今後十

分に留意しながら、町政運営のほうに取り

組んでまいりたいと思います。 

  ことし間もなく年末でございますけれど

も、新たな年号がスタートをし、その年末

を迎えるに当たりまして、議員様各位にお

かれましては、この１年間本当に大変御指

導と御鞭撻、そして御支援を賜りまして、

ありがとうございました。 

  最後になりましたけれども、議員の皆様、

そして町民の皆様におかれまして、健康に

十分御留意をいただき、そして新たな新年

を御家族とともによいお年をお迎えをいた

だきますよう祈念させていただきまして、

閉会の御挨拶とさせていただきます。 

  本日はありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これをもって、令和元年豊能町議会１２

月定例会議を閉じ、散会といたします。 

  大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午後１時４４分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第５５号議案 豊能町森林環境譲与税基金条例制定の件 

第５６号議案 豊能町事務分掌条例改正の件 

第５７号議案 職員の管理職手当に関する条例改正の件 

第５８号議案 豊能町下水道条例改正の件 

第５９号議案 豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等 

       に関する条例改正の件 

第６０号議案 豊能町立幼稚園条例改正の件 

第６１号議案 豊能町土地開発基金条例廃止の件 

第６２号議案 令和元年度豊能町一般会計補正予算の件 

第６３号議案 令和元年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       の件 

第６４号議案 令和元年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件 

第６５号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第６６号議案 令和元年度豊能町一般会計補正予算の件 

第６７号議案 令和元年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件 

第６８号議案 令和元年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １０番 

 

        同   １１番 

 

 


